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資料１－２

※　『神奈川県地域医療構想に係るデータ集』から抜粋
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川崎市における地域包括ケアシステムの構築

・面積 144.35km2

・障害児・者数 64,146人（R3年度）

・出生数 13,286人（R3年度）

・児童数（小学生）75,774人（R4年度）

・生徒数（中学生）33,978人（同上）

・町内会・自治会等団体数・加入率

650団体 57.7％ （R4年度）

川崎市の概況

・人口 1,545,048人（R6.3.1現在）
・高齢化率 20.49%（R4.10.1現在）
・要介護等認定者 61,941人（R5.4.1現在）
・病院 39病院
・在宅療養支援診療所・病院 132か所・6か所
・在宅療養支援歯科診療所 65か所
・訪問薬剤管理指導を行う薬局 575か所
・地域包括支援センター 49か所
・障害者相談支援センター（基幹相談支援センター含む）

26か所
・居宅介護支援事業所 362か所
・訪問看護ステーション 116か所
・小規模多機能型居宅介護（看護小規模を含む） 67か所
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 25か所
・こども文化センター 59か所 ・わくわくプラザ 114か所
・地域子育て支援センター 54か所 施設数はR5.4.1時点
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川崎市における人口ピラミッドの変化

出典： 川崎市総合計画第3期実施計画策定に向けた将来人口推計（更新版） （令和4年2月）

（単位：千人）
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最期を迎える場の現状と療養場所の希望（川崎市）

○ 在宅での療養希望
在宅で療養している、希望している方の割合は68.7％であるが、42.0％の方は難しいと考えている。

設問「現在のあなたの
生活状況・環境で、あ
なたやご家族が病気、
けが、障害により、長
期の医療や介護が必
要となった場合に、病
院には入院せず在宅
で療養することは可能
ですか。」

○ 死亡場所の推移

出典：人口動態統計
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無回答

出典：第５回川崎市地域福祉実態調査（令和元年度）
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いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される
日常生活圏域（具体的には中学校区）を
単位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅

等相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院

通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療
介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

※厚生労働省資料を改変。

「地域共生社会」の実現

◆制度・分野の枠や、「支える側」「支えられる
側」という従来の関係を超えて、人と人、人と
社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役
割を持ち、助け合いながら暮らしていくことの
できる、包括的なコミュニティ、地域や社会を
創るという考え方

※地域包括ケアの理念の普遍化：高齢者だけでなく、生活上の困難を抱える方への包括的支援体制の構築。

国も高齢者を対象とした「地域包括ケアシステム」から
すべての住民を対象とした「地域共生社会の実現」をめざしている

5

川崎市では、大都市の中で最も若い都市であるが、今後に向け、ボランティア団体
や産業・研究機関など社会資源や、③コンパクトな都市という特徴を活かして、

「すべての地域住民」 を対象として、

高齢者、障害者、子どもなどを対象とした保健医療福祉分野に限らず、ま
ちづくりや教育、経済分野などあらゆる行政施策が連携したシステム構築を
めざす。

地域包括ケアシステム構築に向けた基本的な考え方

団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年以降も、川崎市も含めた大都市圏を中心
に後期高齢者が急増し、未曽有の高齢化を迎えることが見込まれることから、

「地域包括ケアシステム」 づくり、

超高齢社会が進む中で、住み慣れた地域で自分らしさを発揮し、自立した
日常生活を営むことができるように、生活に必要な要素が包括的に確保され
た体制づくり

を地域に応じて、進めることが必要となっている。

交通産業農林 環境

6
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多様な主体に期待される役割
行政はもとより、地域住民や町内会・自治会、民生委員児童委員、保健・医療・福祉関係

機関、地域・ボランティア団体など地域内の多様な主体の取組が求められるとともに、主体
間の緊密な連携が求められる。

セルフケアやいきがいづくりとともに、地域のことを少し気にかけ、自分がで
きる取組から始めて行くことが重要。

事業者や関係団体・機関が、地域で、24時間365日の生活を支えるための
切れ目のないサービス提供に向けて、取組を進めて行くことが必要。

事業者、関係団体・機関

市 民

行政は、地域包括ケアのマネジメント役として、多様な主体との連携を図り
ながら、自助・互助の促進とともに、共助・公助の適切な提供による安心を
創って行くことが重要。

行 政

※民間企業においては、今後拡大する高齢者向け市場をビジネス機会として捉え、質の高い
サービス提供を行うとともに、住民の生活満足度の向上や地域産業の活性化につなげていく
などの役割が期待される。

7

川崎版地域包括ケアシステムのイメージ

１．地域における「ケア
への理解の共有」とセ
ルフケア意識の醸成

２．安心して暮らせる
「住まいと住まい方」の
実現

３．「多様な主体の活躍」
による、よりよいケアの
実現

４．多職種が連携した「一体的
なケアの提供」による、自立し
た生活と尊厳の保持の実現

５．地域全体における
「目標の共有」と地域包
括ケアをマネジメントす
るための仕組みの構築

川崎市では、住み慣れた地域で自分らしさを発揮し、自立した日常生活を営むこと
ができるように、生活に必要な要素が包括的に確保された体制づくりを進めます。

【基本理念】 川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築による誰もが住み
慣れた地域や自らが望む場で安心して暮らし続けることができる地域の実現
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川崎市の取組経過

平成２６年４月 「地域包括ケア推進室」の設置

子どもから高齢者まで部局横断的な取組が可能となるように健康福祉局内に設置。

平成２７年３月 「地域包括ケアシステム推進ビジョン」の策定

「ご当地システム」として、本市としての基本的な考え方を示した「川崎
市地域包括ケアシステム推進ビジョン」を関連個別計画の上位概念と位
置付け、地域全体で共有し、具体的な行動につなげていく。

平成２８年４月 「地域みまもり支援センター」の設置

全ての地域住民を対象として、住民に身近な区役所で「個別支援の強化」と
「地域力の向上」を図るために設置。平成３１年４月改正。

地域包括ケア推進室

【市健康福祉局】<平成３０年４月～>
（地域包括ケアシステムの構築）

ケアシステム担当
地域福祉担当
地域保健担当
専門支援担当

【地域みまもり支援センター】<平成３１年４月～>
（「個別支援の強化」と「地域力の向上」）

地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）

地域ケア推進課、地域支
援課、児童家庭課、高齢・
障害課、保護課、衛生課、
保育所等・地域連携担当、
学校・地域連携担当

全市を担当地区に
分けて保健師を配
置し、地域のニーズ
に応じた、きめ細か
な対応をめざす。

調整・政策検討

取組の吸上げ・課題抽出
9

川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョン

社会環境の変化

超高齢社会の到来
急速な高齢化の進行
同時に少子化が進む

生産年齢人口の減少
社会・産業構造の変化

ケア人材も不足

疾病構造の変化
老化に伴う疾患の増加
「キュア」から「ケア」へ

基
本
理
念

川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築による誰もが住み慣れた地域や
自ら望む場で安心して暮らし続けることができる地域の実現
（都市部特有の地域のつながりの希薄さ、一方で、コンパクトな地理的特徴、盛ん
な市民活動、魅力ある民間資源などの強みを活かす。）

「自分でできることは自分でする」という意識を前提に、生活の基盤となる「住まい」や「生活
支援サービス」が相互に関連し、医療や介護などの「専門的なサービス」が一体的に提供さ
れるような「まちづくり」に向けて、本市として、「包括的な地域マネジメント」を推進する。

①意識の醸成と
参加・活動の促進

②住まいと住まい方

③多様な主体の活躍

④一体的なケアの提供

⑤地域マネジメント

基
本
的
な
５
つ
の
視
点

10
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ビジョン実現に向けた考え方と取組例
基本的な視点 視点に基づく具体的な方策の考え方 具体的な取組の主な例

①意識の醸成と参
加・活動の促進

すべての住民が社会環境の変化に対応
する意識を持ち、自発的に努力するとと
もに、「共生の意識」を育み、「自立した生
活」と「尊厳の保持」を実現できる地域を
めざす。

①地域包括ケアシステムに関する広報
（マンガ、リーフレット、ポータルサイト等）

②在宅医療の普及啓発
（在宅医療サポートセンターによる出前講座）

③認知症サポーター養成講座

②住まいと住まい
方

生活の基盤として、本人の尊厳が十分に
守られた住環境が整備され、本人の希望
にかなった住まい方が確保された環境を
めざす。

①住宅基本計画に基づく取組の推進
（子育て世帯の市内定住促進、健康長寿の住まいづくり等）
②在宅基盤を支える介護サービス基盤の整備
（認知症グループホーム等の整備）
③居住支援協議会の取組
④地域の寺子屋の取組

③多様な主体の
活躍

自立した生活の維持に向けて、イン
フォーマル・サポートが地域の中で提供
されるよう、多様な主体の役割分担によ
る「互助」の仕組みづくりを進める。

①「今後のコミュニティ施策の基本的考え方」に基づく取組

②地域包括ケアシステム連絡協議会における多様な主体に
よるプラットホームづくり

③市民活動センター、ボランティア活動振興センター等の中
間支援組織の運営

④一体的なケアの
提供

本人の身体状況に応じた、専門職による
ケアを多職種の連携により、切れ目なく
提供できる体制づくりを進める。特に、医
療と介護の円滑な連携を推進する。

①医療・介護連携に向けた在宅療養推進協議会の開催
②かわさき健幸福寿プロジェクトの実施

③身近な相談支援体制の充実（地域包括支援センター、障
害者生活支援センター、地域子育て支援センター等）
④在宅チーム医療を担う人材育成研修の実施
⑤社会的引きこもりの支援体制の強化

⑤地域マネジメン
ト

地域の目標を地域全体で共有しながら、
個々の活動が１つの目標に向かってより
効果的に機能できるような仕組みづくりを
進める。

①地区カルテ等を活用した地域マネジメントの推進（各区）
②「地域包括ケア推進室」の設置（健康福祉局内,H26～）
③「地域みまもり支援センター」の設置（各区、H28～）
④「地域包括ケアシステム庁内推進本部会議」の開催

11

推進ビジョンの位置づけ

12

川崎市総合計画 [第３期実施計画（令和４（2022）年度～令和７（2025）年度）]

「成長と成熟の調和による持続可能な最幸のまち かわさき」

（
川
崎
市
障
害
者
計
画
・
障
害
福
祉
計
画

･

障
害
児
福
祉
計
画
）

第
５
次
か
わ
さ
き
ノ
ー
マ
ラ
イ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
改
定
版

（
令
和
３
年
度
～
令
和
８
年
度
）

か
わ
さ
き
健
康
づ
く
り
・
食
育
プ
ラ
ン

（
川
崎
市
健
康
増
進
計
画
【
令
和
６
年
度
～
令
和
17
年
度
】
・

川
崎
市
食
育
推
進
計
画
【
令
和
６
年
度
～
令
和
11
年
度
】
）

（
川
崎
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・

介
護
保
険
事
業
計
画
）

第
９
期
か
わ
さ
き
い
き
い
き

長
寿
プ
ラ
ン

（
令
和
６
年
度
～
令
和
８
年
度
）

第
２
期
川
崎
市
子
ど
も
・
若
者
の

未
来
応
援
プ
ラ
ン

（
令
和
４
年
度
～
令
和
７
年
度
）

か
わ
さ
き
保
健
医
療
プ
ラ
ン

（
令
和
６
年
度
～
令
和
11
年
度
）

そ
の
他
関
連
計
画

川
崎
市
社
会
福
祉
協
議
会

地
域
福
祉
活
動
計
画

連
携

第
７
期
川
崎
市
･
各
区
地
域
福
祉
計
画

（
令
和
６
年
度
～
令
和
８
年
度
）

「
こ
れ
か
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
策
の
基
本
的
考
え
方
」

一
体
的
な
施
策
展
開

川崎市成年後見制度
利用促進計画

川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョン
「川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築による誰もが住み慣れた

地域や自らの望む場で安心して暮らし続けることができる地域の実現」
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２０２５年、２０４０年に向けた地域包括ケアシステムの構築

第２段階
（システム構築期）

第３段階
（システム進化期）

第１段階
（土台づくり）

2040年を視野に

2017
年度まで

将来のあるべき姿についての合意形成を図り、行政をはじめ、事業者や町内会・自治
会などの地縁組織、地域・ボランティア団体、住民などの多様な主体が、それぞれの役
割に応じた具体的な行動を行い、システム構築につなげる。

今後の社会変容（デジタル化・スマート化等）を意識しながら、医
療・介護ニーズの増大・多様化を見据え、予防的な視点を重視し、民
間企業等も含めた地域の多様な主体による、誰ひとり取り残さない包
括的な支援体制づくりを進める。

推進ビジョンの考え方の共有を進め、行政及び事業者、関係団体・機関などの専門組
織は、システム構築に向け、必要な資源・体制・手法等を検討し、具体的な事業展開が
図られるような土台づくりを行う。

2025
年度まで

13

2025
年度まで

今後の地域包括ケアシステム構築に向けた考え方
●社会システムとしての取組の視点

①「個別支援の充実」と「地域力の向上」を不可分一体で推進することが重要である。
②個々のケアの実践に際しては、その人を基点とした地域とのつながりとしての「本人

資源」に着目して対応していくことが、地域づくりの視点と結びつけるために重要である。
③家族機能が変容している中で、家族支援のあり方にも留意する必要がある。

●今後の川崎市としての取組の視座

①小地域ごとの特性に配慮した施策展開

②分野横断的な施策連携の実現

③民間企業なども含めた多様な主体の連携の手法開発

出典：「超高齢社会の到来に向けた地域包括ケアシステムのあり方検討会議報告書（R2.3） 」（川崎市健康福祉局）から 14
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社会福祉などの行政サービス

近隣住民やボランティア
団体の助け合い

介護保険制度
医療保険制度など

一人ひとりの取組

今後の地域包括ケアシステム推進ビジョンの推進イメージ

区役所の機能

（地域みまもり支援センターなど）
市役所（本庁）の機能

（健康福祉局など）

③地域づくり

５ 地域マネジメント

４ 一体的なケアの提供

１ 意識の醸成と参加・

活動の促進

２ 住まいと住まい方

【自助】 【互助】 【共助】 【公助】

３ 多様な主体の活躍

①意識づくり

②仕組みづくり

15

①「意識づくり」に向けた戦略的な広報等
・市政広報紙の活用（地域包括ケアシステム特集、まん
がの掲載）

・ポータルサイトの運用

・地域への出前説明（町内会・自治会、民生委員児童委
員、関係団体等）

・職員の意識改革（研修会の開催、手引きの作成、eラー
ニングの実施）

・地域包括ケアシステム連絡協議会の開催

16

市政だより特集記事

(令和２年２月１日号)

パンフレットの改訂

令和元年1月末時点
約20,000部配布
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②「地域づくり」に向けたマネジメントの推進

17

【区役所における地域マネジメントの手法】

コミュニティ・エリアごとの統計的情報や地
域資源情報を整理した「地区カルテ」の整備・
更新、地域課題の共有・解決に向けた住民
ワークショップの開催、地域づくりのノウハウ
の整理・分析を進め、住民主導の地域課題
解決の新たな仕組みの構築を図る。

住民のニーズを尊重しながら、地域の住民
と共に目的と課題を共有し、ゆるやかな「つな
がりづくり」から「地域の支え合い」を育ててい
くことをめざす。

住民ワークショップ

地区カルテ
共通フェイスシート

②コミュニティ活動の活性化に向けて

川崎市社会福祉協議会の「ボランティア活動振興センター」や、「かわさき市民活動センター」などの
中間支援組織における支援を進めるとともに、地域のボランティア活動等に参画する動機付けとなる取
組を推進するため、コミュニティ施策分野などとも連携を図りながら、ボランティア・ＮＰＯ活動や町内会・
自治会等の支援に向けた取組を推進していく。

「これからのコミュニティ施策の基本的考え方」の策定（平成３１年３月）

社会経済環境の変化に適応し、多様な主体の連携により、「市民創発」による持続可能な暮らしやすい地域を実現
する施策の方向性を示すことを目的として基本的考え方を策定し、それに基づく施策の推進を行う。
（１）地域レベルの居場所「まちのひろば」の創出
（２）区域レベルのプラットホーム「ソーシャルデザインセンター」の創出

「市民創発」による市民自治と多様な価値観を前提とした「寛容と互助」の都市型コミュティの形成

これからのコミュニティ施策の基本的考え方

予防活動・生活支援・見守り等（主に保健福祉施策の領域）

コミュニティ施策の取組
○市民創発につながる興味関心がある活動
○新たにチャレンジする活動
○市民主導の自由なつながりによる社会的な活動

○社会参加・活動の活性化による健康増進・介護予防
○地域の課題に対応した多様なインフォーマル・サポート
○地域の見守りネットワーク

・セルフケア意識の醸成、福祉教育 ・子育て支援 ・外出支援
・居場所づくり、地域サロンの開催 ・健康づくり活動 ・介護者支援
・見守り、安否確認 ・買い物、調理、掃除などの家事援助 等

文化・芸術

生涯学習

まちづくり

スポーツ振興

環境

防災・地域安全
一体的な推進

地域包括ケアシステム推進ビジョン

課題解決に
向けた連携

など

18

- 18 -



③在宅医療・ケアシステムの「仕組みづくり」
疾病を伴っても自宅等の住み慣れた生活の場で療養し、自分らしい生活を続けら

れるように、地域における医療・看護・介護が連携した、包括的かつ継続的な在宅
医療・ケアの提供をめざす。

患者（利用者）

医療・介護の
一体的なサービス提供

地域包括支援センター ケアマネジャー

ヘルパー

薬剤師 歯科医師

在宅医

訪問看護師

個別ケースの検討・
多職種による対話の場

川崎市在宅療養推進協議会
（多職種連携のルール形成）

急性増悪時等

病院

病診連携

診診連携

区在宅療養調整医師

市健康福祉局地域包括ケア推進室

・医療的助言 ・医療資源等の把握
・退院調整支援 等

在宅医療サポートセンター

区
地
域
み
ま
も
り
支
援
セ
ン
タ
ー

（
福
祉
事
務
所
・
保
健
所
支
所
）

19

川崎市入退院調整モデル

③包括的な相談支援ネットワークづくり

20
対象者別支援ネットワーク間で緩やかな連携を図り、多問題事例等の個別ケースに対して相談機関を超えた専門

多職種のチームでの対応を円滑に進められるようなプラットホームづくりを進める。

- 19 -



21

③専門相談機関の総合化

地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）

高齢者支援係 障害者支援係 精神保健係
地域支援課

地域包括支援
センター

障害者相談支援
センター

地域療育
センター

ケアマネジャー

地域リハビリテーションセンター（南部・中部・北部）

相談支援専門員

児童相談所

３次相談
専門的な
評価・調整

２次相談
専門的な
相談支援
（権利擁護・
虐待対応）

１次相談
サービスの
利用調整

高齢者支援 障害者支援 障害児支援 子ども家庭支援

子ども家庭相談支援体制の強化

①区役所と児童相談所の連携強化
による切れ目のない支援の充実
②児童相談所の相談支援体制の
強化 に向けた取組の推進
③要保護児童対策地域協議会の
ネットワーク機能の充実と子育てを
見守る地域づくりの推進 等

相談機関・専門職を効率的に活用するため、相談支援体制を3層構造に再編。

22

③川崎市複合福祉センターの開所

特別養護老人ホームや障害者入所施設等とともに、障害のある方への支援か
ら高齢者、障害児者などケアを必要とする多様なニーズに対する支援を行う「総合
リハビリテーション推進センター」等の機能を導入し、高齢者や障害者のケアを提
供する施設や事業所の全市的な機関支援拠点として、令和３年４月 川崎市複合
福祉センター「ふくふく」が開所。

川崎市複合福祉センター ふくふく イメージ図
22
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③相談につながるための「仕組みづくり」

23

誰ひとり取り残さない支援体制づくり

• ＡＩチャットボットへの「悩み・困りごと相談」カ
テゴリの追加

コロナ禍で相談を控えている

方や、悩みや困りごとを抱え

ながらも周囲に助けを求めら

れない状況にある方が、相

談先につながるきっかけの

一つ。

これまで2025年をターゲットとしてきたが、人口のピークが2030年でその後も高齢化が続
いていく本市においては、2025年までに一定のシステム構築を図るとともに、その後も加
速度的な取組が求められ、中長期的に捉えていくことが必要。

今後の地域包括ケアシステム構築に向けて

24

●社会システムとしての地域包括ケアシステム構築の視点（社会として何に注意すべきか）
①市民一人ひとりを支える上で、「個別支援の充実」と「地域力の向上」を不可分一体で進めていく

ことが重要。
②個人へのアプローチには、専門職種を中心に、その人に紐づく地域資源である「本人資源」を

アセスメントしていくことが重要であり、両者の視点の結節点となる。
③家族機能をどのように捉えていくのかは重要な論点であり、家族支援のあり方について検討して

いく必要がある。
④今後の超高齢社会を見据えて、基礎自治体として、質の議論とともに、量的な対応に向けて、

将来を見通し長期的に資源を適切に確保する方策に留意することが必要である。

●今後の取組の視座（行政としてどのような取組をすべきか）
①小地域ごとの特性を配慮した施策展開
⇒課題を抱えている個人を念頭に置きながら、それらの集合体が地域の課題であるということに留意

②分野横断的な施策連携の実現

⇒地域課題解決のための取組は、行政分野横断的な施策連携による総合行政の推進が必要

③民間企業なども含めた多様な主体の連携の手法開発
⇒多様な主体が新たな取組の創発を目指して力を合わせていけるような手法を検討することが必要

※関連する既存の取組などを取組の視座に沿うよう、充実させていくことが重要。

出典；「超高齢社会の到来に向けた地域包括ケアシステムのあり方検討会議報告書（R2.3） 」（川崎市健康福祉局）より
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資料１－５



- 49 -令和５年８月23日　第33回医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師特定行為・研修部会資料から

資料１－６



国内の就業場所別にみた就業看護職（実人員）の推移   

 

■保健師 平成 20(2008)年 平成 24(2012)年 平成 28(2016)年 令和２(2020)年 

総数 43,446 人 47,279 人 51,280 人 55,595 人 

内 

訳 

病院 2,770 人 3,019 人 3,271 人 3,559 人 

診療所・助産所 1,396 人 1,662 人 1,932 人 2,305 人 

訪問看護ステーシ

ョン 

276 人 250 人 315 人 307 人 

介護保険施設等 533 人 379 人 1,027 人 1,603 人 

社会福祉施設等 390 人 409 人 412 人 519 人 

保健所・地方自治体 
38,081 人 41,560 人 

37,713 人 40,402 人 

その他 6,610 人 6,900 人 
 

■助産師 平成 20(2008)年 平成 24(2012)年 平成 28(2016)年 令和２(2020)年 

総数 27,789 人 31,835 人 35,774 人 37,940 人 

内 

訳 

病院 18,180 人 20,784 人 22,707 人 23,321 人 

診療所・助産所 7,338 人 8,405 人 9,960 人 10,931 人 

訪問看護ステーシ

ョン 

4 人 9 人 6 人 37 人 

介護保険施設等 - - - - 

社会福祉施設等 6 人 12 人 20 人 23 人 

保健所・地方自治体 
2,261 人 2,625 人 

1,385 人 1,893 人 

その他 1,696 人 1,735 人 
 
 

■看護師 平成 20(2008)

年 

平成 24(2012)年 平成 28(2016)年 令和２(2020)年 

総数 877,182 人 1,015,744 人 1,149,397 人 1,280,911 人 

内 

訳 

病院 656,012 人 747,528 人 829,488 人 883,715 人 

診療所・助産所 107,285 人 125,842 人 144,594 人 169,610 人 

訪問看護ステーシ

ョン 

24,628 人 30,225 人 42,245 人 62,157 人 

介護保険施設等 47,738 人 62,495 人 79,663 人 100,701 人 

社会福祉施設等 10,304 人 13,737 人 16,399 人 22,021 人 

保健所・地方自治

体 31,215 人 35,917 人 

8,939 人 11,186 人 

その他 28,069 人 31,521 人 

※ 実人員は、厚生労働省「衛生行政報告例（就業医療関係者）」に基づく報告値 
※ 令和２(2020)年末・平成 28(2016)年末の「保健所・地方自治体」は、「保健所」、「都道府県」及

び「市区町村」の合計である。平成 24(2012)年・平成 20(2008)年の「衛生行政報告例（就業医療関

係者）」では、就業別内訳に「都道府県」がなかったため、「保健所・地方自治体」及び「その他」

の合計値を記載した。 
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第12回公益社団法人全国助産師教育協議会定時社員総会から

資料１－８



養成する人材像と３ポリシーの対応表（博士前期課程・研究コース）
養成する

人材像 アドミッション・ポリシー ディプロマ・ポリシー カリキュラム・ポリシー

1.幅広い基礎学力を有し、かつ希望する専

門領域の基礎知識を有する人

看護学研究を進める上で必要な研究手法を

修得し、設定した研究課題を研究のプロセ

スに沿って科学的に解決する能力を有して

いる。

・「看護基盤科目」には看護学研究に必要となる研究方法

論に関する科目に加えて看護倫理学、看護理論等実践の振

り返りや刷新に寄与する科目を設定し、看護研究方法論Ⅰ

および看護倫理学は必修科目とする。

3.看護学を通じて地域包括ケアシステムの

改善・発展に貢献する意志を有する人

地域や社会の保健医療福祉に関わる課題解

決及び看護ケアの向上に資する研究を遂行

する能力を有している。

｢専門基礎科目」は、科学的根拠に基づいた高度な看護実

践能力を育成するための基礎となる科目である。

自己教育力と高いプロフェッ

ショナル意識・倫理観を持っ

た人材

2.人間や社会に対して広く興味を持ち、豊

かな人間性と高い倫理観を有する人

保健・医療・福祉専門職として生涯にわ

たって自己研鑽し続け、プロフェッショナ

ルとしての高い意識と倫理観をもって行動

できる力を有している。

・「看護学専門科目」に、研究課題の明確化、研究計画の

立案と実施、結果の分析及び考察という修士論文作成のプ

ロセスを通じて、各研究教育分野におけるより専門性を深

め、博士後期課程につながる研究能力を修得する科目を配

置する。論文作成にあたり、研究計画の中間報告や複数教

員による、組織的で計画的な研究指導体制をとる。

専門領域についての深い理解

と研究活動を通して保健医療

福祉に関わる課題解決や看護

学全体の発展に寄与する人材
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資料４－１



養成する人材像と３ポリシーの対応表（博士前期課程・高度実践看護コース）
養成する

人材像 アドミッション・ポリシー ディプロマ・ポリシー カリキュラム・ポリシー

実践における課題をその解決

に向け、科学的根拠に基いて

思考・分析できる人材

1.幅広い基礎学力を有し、かつ希望する専

門領域の基礎知識を有する人

看護学研究の基本的な研究手法を理解し、

専門領域の実践における課題を科学的な視

点を持って分析する能力を有している。

・「看護基盤科目」には看護学研究に必要となる研究方法

論に関する科目に加えて看護倫理学、看護理論等実践の振

り返りや刷新に寄与する科目を設定し、看護研究方法論Ⅰ

および看護倫理学は必修科目とする。

より高度な専門性と精通した

臨床判断に基づきケアとキュ

アを融合した看護を実践でき

専門領域に精通した臨床判断に基づき、ケ

アとキュアを融合する看護実践能力を有し

ている

｢専門基礎科目」は、科学的根拠に基づいた高度な看護実

践能力を育成するための基礎となる科目である。

リーダーシップとフォローワーシップを発

揮して多職種・組織メンバーと連携・協働

し、より質の高いケアを行うための相談・

調整できる

看護職を含む組織のケア提供者に対して、

専門的な知識や能力を活用し、教育的役割

を果たすことができる

2.人間や社会に対して広く興味を持ち、豊

かな人間性と高い倫理観を有する人

4.高度実践看護コース志望者は、対応する

分野の実務経験を有し、専門看護師の資格

取得を志す人

患者・利用者・家族に生じている倫理的な

問題や葛藤の解決をはかり、患者・利用

者・家族の権利、尊厳を守ることができる

科学的根拠に基づいた高度な看護実践能力を育成するため

の「特定行為研修区分別科目」を配置し、「専門基礎科

目」、｢看護学基盤科目」の定められた科目を選択するこ

とにより、特定行為研修修了の認定を得ることができる。

3.看護学を通じて地域包括ケアシステムの

改善・発展に貢献する意志を有する人

現場でリーダーシップを発揮

し多職種と協働・連携し、教

育的役割・調整者としての役

割を果たすことで地域包括ケ

アシステムを推進できる人材

・「高度実践看護コース科目」に、専門分野におけるケア

とキュアを融合した看護実践力、保健医療福祉チーム内の

調整力などの育成を目的とした科目、実践の課題を科学的

に分析する能力を育成する課題研究を置き、看護実践力の

高い専門看護師とタイアップして日本看護系大学協議会で

認定された専門看護師教育を展開する。
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養成する人材像と３ポリシーの対応表（博士前期課程・助産コース）
養成する

人材像 アドミッション・ポリシー ディプロマ・ポリシー カリキュラム・ポリシー

実践における課題をその解決

に向け、科学的根拠に基づい

て思考・分析できる人材

1.幅広い基礎学力を有し、かつ希望する専

門領域の基礎知識を有する人

看護学研究の基本的な研究手法を理解し、

助産領域の実践における課題を科学的な視

点を持って分析する能力を有している。

・「看護基盤科目」には看護学研究に必要となる研究方法

論に関する科目に加えて看護倫理学、看護理論等実践の振

り返りや刷新に寄与する科目を設定し、看護研究方法論Ⅰ

および看護倫理学は必修科目とする。

｢専門基礎科目」は、科学的根拠に基づいた高度な看護実

践能力を育成するための基礎となる科目である。

・「看護学専門科目」に、研究課題の明確化、研究計画の

立案と実施、結果の分析及び考察という修士論文作成のプ

ロセスを通じて、各研究教育分野におけるより専門性を深

め、博士後期課程につながる研究能力を修得する科目を配

置する

多様な年代の女性の性と生殖

に関わる健康増進のために、

生命への尊厳と多様な価値観

への配慮をもって支援できる

人材

2.人間や社会に対して広く興味を持ち、豊

かな人間性と高い倫理観を有する人

4.高度実践看護コース志望者は、対応する

分野の実務経験を有し、専門看護師の資格

取得を志す人

周産期のみならずライフサイクル全般にあ

るすべての女性、子ども、家族そして地域

社会に対して健康増進を考え、生命への尊

厳を持って、個人の価値観を尊重した適切

な相談、教育、支援を行うことができる

助産専門科目に、に専門化・複雑化する助産分野に対応で

きる助産実践能力と助産管理の基盤を修得し、助産師国家

試験資格取得に必要な科目を置く。これらの科目に加え、

実践の課題を科学的に分析する能力を育成する課題研究、

地域の多職種と連携してハイリスクのある妊婦に対応で

き、多様な年代の性と生殖に関わる健康問題に応えられる

専門的知識・技術や倫理的態度を育成する科目を置く。

5.助産コース志願者は、助産師の免許取得

を志す人で、看護師資格又は看護師国家試

験受験資格を有する者

専門化・複雑化する助産分野に対応できる

助産実践能力と助産管理の基盤となる能力

を有している

高度な助産実践能力と助産管

理の基盤となる能力を有する

人材
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養成する人材像と３ポリシーの対応表（博士後期課程）

養成する人材像 アドミッション・ポリシー ディプロマ・ポリシー カリキュラム・ポリシー

自立して看護学の理論的基盤

の構築や実践の改革を目指す

研究に取り組む人材

職務に関する知見を有し、看護学への探求

心を有する人

看護学における理論的基盤の構築を目指す

研究を自立して行う能力を有している

・共通基盤科目は、自立した研究者の基盤として、現象の

全体性を捉えるアプローチや科学的検証等の看護研究の方

法論的基盤や研究成果の発信力の強化に必要な科目で構成

する。

研究を通じて保健医療福祉に

関わる課題を解決すること

で、地域包括ケアシステムの

推進に貢献できる人材

看護学研究に対する強い動機と基礎的研究

能力を身に付け、自立して学修する姿勢を

有する人

変化し続ける地域や社会の保健医療福祉に

おけるニーズに対応し、研究を通じてケア

の質保証・質向上に貢献する能力を有して

いる

・専門科目では、各専門領域科目を配置し、専門領域毎に

特論科目及び演習科目を設定し、特に演習科目を通じて自

立した研究者として、学際的かつグローバルな観点に立っ

て看護の課題解決にリーダーシップを発揮して取り組む姿

勢を修得する。

看護学研究において次世代を教育する能力

を有している

学際的かつグローバルな観点に立って看護

の課題解決にリーダーシップを発揮して取

り組み、その成果を社会に発信していく能

力を有している

次世代への教育と研究成果の

発信により、看護学及び看護

実践の発展を推進できる人材

研究を通して、看護学や看護実践の発展に

寄与するとともに、地域社会及び国際社会

に貢献する意志を有する人

・研究科目は、共通基盤科目、専門科目における学修成果

を、学生が自ら発展させ、創造的で新たな知見を産出する

看護学研究の論文作成に取り組む科目とする。

・論文作成にあたり、研究計画の中間報告や複数教員によ

る、組織的で計画的な研究指導体制をとる。
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資料４－２



特 定 行 為 研 修 受 講 申 請 書 （案） 

 

  年  月  日  

 

（あて先）川 崎 市 立 看 護 大 学 長 

 

学籍番号            

氏  名            

 

次の特定行為研修の区分について、受講を申請します。 

 

選択

番号 
特定行為研修区分 

受講希望 

（〇を記入） 

１ 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連  

２ 創傷管理関連  

３ 胸腔ドレーン管理関連  

４ 腹腔ドレーン管理関連  

５ 創部ドレーン管理関連  

６ 術後疼痛管理関連  

７ 栄養に係るカテーテル管理（CVC）関連  

８ 栄養に係るカテーテル管理（PICC）関連  

９ 循環動態に係る薬剤投与薬剤関連  

10 動脈血液ガス分析関連  

11 呼吸器（気道確保に係るもの）関連  

12 呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連  

13 呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連  

14 ろう孔管理関連  

15 精神及び神経症状に係る薬剤投与関連  

16 感染に係る薬剤投与関連  
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実 習 施 設 情 報 

 

１．実習を行う予定の施設（原則として自施設実習とする。） 

自施設実習 
施設

番号 
施設名称 

所属する施設 ①  

実習協力が可能な他施設 

②  

③  

実習施設確保不可 ④  

 

２．受講を希望する特定行為に関する施設情報 

選択番号（申請書の

特定行為区分番号） 

実習施設（１の施設

番号を記入） 

2 か月間で対象とな

る症例が 5 例以上あ

る（〇を記入） 

指導者(*)がいる 

（〇を記入） 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（＊）指導者とは、臨床経験が 7年以上で、「医師の臨床研修に係る指導医講習会」を受講している医師をいう 
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1/2 

特 定 行 為 研 修 到 達 度 チ ェ ッ ク リ ス ト 

 

学籍番号               学生氏名               

 

診療科                指導者              印 

 

 特定行為研修区分の実習では、習得しようとする特定行為の到達度について自己評価を行い、その後直接の指

導者による評価を受ける。評価の時期は各診療科の実習中間及び最終の２回とし、事前にそれぞれの到達目標を

考慮して実習計画を立てること。次の評価基準に従い該当箇所に記入する。 

 実際の評価の日時は指導者と打ち合わせて決定すること。 

 

 評価基準 Ａ：自立して実施できる、又は少しの指導でほぼ実施できる 

      Ｂ：かなりの指導で実施できる 

      Ｃ：指導者による実施を見学 

      ―：実施していない 

 

特定行為研修区分 特定行為名 

学生到達度 

自己評価 

指導医 

到達度評価 

中間 最終 中間 最終 

１ 
栄養及び水分管理に係

る薬剤投与関連 

持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整     

脱水症状に対する輸液による補正     

２ 創傷管理関連 
褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去     

創傷に対する陰圧閉鎖療法     

３ 胸腔ドレーン管理関連 
低圧胸腔内持続吸引器の吸引圧の設定及びその変更     

胸腔ドレーンの抜去     

４ 腹腔ドレーン管理関連 
腹腔ドレーンの抜去（腹腔内に留置された 穿せん 刺針の抜針

を含む。） 

    

５ 創部ドレーン管理関連 創部ドレーンの抜去     

６ 術後疼痛管理関連 硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量の調整     

７ 
栄養に係るカテーテル

管理（CVC）関連 
中心静脈カテーテルの抜去 

    

８ 
栄養に係るカテーテル

管理（PICC）関連 
末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入 

    

川崎市立看護大学大学院看護学研究科 
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資料５－２



2/2 

特定行為研修区分 特定行為名 

学生到達度 

自己評価 

指導医 

到達度評価 

中間 最終 中間 最終 

９ 
循環動態に係る薬剤投

与薬剤関連 

持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整     

持続点滴中のナトリウム、カリウム又はクロールの投与量の調

整 

    

持続点滴中の降圧剤の投与量の調整     

持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整     

持続点滴中の利尿剤の投与量の調整     

10 動脈血液ガス分析関連 
直接動脈穿刺法による採血     

橈とう 骨動脈ラインの確保     

11 
呼吸器（気道確保に係

るもの）関連 
経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整 

    

12 
呼吸器（人工呼吸療法

に係るもの）関連 

侵襲的陽圧換気の設定の変更     

非侵襲的陽圧換気の設定の変更     

人工呼吸管理がなされている者に対する鎮静薬の投与量の調整     

人工呼吸器からの離脱     

13 
呼吸器（長期呼吸療法

に係るもの）関連 
気管カニューレの交換 

    

14 ろう孔管理関連 

胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタン

の交換 

    

膀胱ろうカテーテルの交換     

15 
精神及び神経症状に係

る薬剤投与関連 

抗けいれん剤の臨時の投与     

抗精神病薬の臨時の投与     

抗不安薬の臨時の投与     

16 
感染に係る薬剤投与関

連 
感染徴候がある者に対する薬剤の臨時の投与 

    

川崎市立看護大学大学院看護学研究科 
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1 
 

特定行為研修実習時間管理票 

 

学籍番号： 学生氏名： 印

診療科： 実習先指導者： 印

日数 月日 曜日 備考

例） 8/15 水 7 ： 00 ～ 18 ： 00

1 　　　/ ： ～ ：

2 　　　/ ： ～ ：

3 　　　/ ： ～ ：

4 　　　/ ： ～ ：

5 　　　/ ： ～ ：

6 　　　/ ： ～ ：

7 　　　/ ： ～ ：

8 　　　/ ： ～ ：

9 　　　/ ： ～ ：

10 　　　/ ： ～ ：

11 　　　/ ： ～ ：

12 　　　/ ： ～ ：

13 　　　/ ： ～ ：

14 　　　/ ： ～ ：

15 　　　/ ： ～ ：

16 　　　/ ： ～ ：

17 　　　/ ： ～ ：

18 　　　/ ： ～ ：

19 　　　/ ： ～ ：

20 　　　/ ： ～ ：

21 　　　/ ： ～ ：

22 　　　/ ： ～ ：

23 　　　/ ： ～ ：

24 　　　/ ： ～ ：

25 　　　/ ： ～ ：

26 　　　/ ： ～ ：

27 　　　/ ： ～ ：

28 　　　/ ： ～ ：

29 　　　/ ： ～ ：

30 　　　/ ： ～ ：

31 　　　/ ： ～ ：

実習施設名：

実習開始～終了時間 実質実習時間数（ｈ）

10h

　　　　　　　　　　　時間　　　　分合計実習時間数

- 60 -

資料５－３



川崎市立看護大大学大学院　
看護学研究科　看護学専攻　博士前期課程　研究コース　履修モデル

〈例〉看護援助学領域

授業科目名 単位数 授業科目名 単位数 授業科目名 単位数 授業科目名 単位数

フィジカルアセスメント論 2

看護倫理学 2 研究方法論Ⅱ（観察研究発展） 2

看護研究方法論Ⅰ（概論） 2 研究方法論Ⅲ（質的研究発展） 2

保健医療福祉行政論 2 統計学の基礎 2

看護援助学講義Ⅰ（基礎） 2 看護援助学講義Ⅱ（発展） 2 看護援助学研究Ⅱ（研究計画） 2
看護援助学研究Ⅲ
（データ収集と分析）

2

看護援助学演習Ⅰ（文献レビュー） 2 看護援助学演習Ⅱ（研究方法） 2 看護援助学研究Ⅳ（論文作成） 2

看護援助学研究Ⅰ（課題明確化） 2

30単位数合計 12 12 2 4

看
護
学
基
盤
科
目

看
護
学
専
門
科
目

看
護
援
助
学
領
域

科目区分
合計

単位数

2

12

16

前期 後期

１年 ２年

前期 後期

専
門
基
礎
科
目
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川崎市立看護大大学大学院　
看護学研究科　看護学専攻　博士前期課程　高度実践看護コース　履修モデル

〈例〉高度実践クリティカルケア領域

授業科目名 単位数 授業科目名 単位数 授業科目名 単位数 授業科目名 単位数

臨床病態生理学 2

フィジカルアセスメント論 2

臨床薬理学 2

看護研究方法論Ⅰ（概論） 2 看護コンサルテーション論 2

看護倫理学 2

看護理論 2

クリティカルケア看護学講義Ⅰ
（危機とストレス）

2
クリティカルケア看護学講義Ⅱ
（フィジカルアセスメント）

2
クリティカルケア看護学実習Ⅱ
（役割機能実習）

2
クリティカルケア看護学実習Ⅲ
（統合実習）

4

クリティカルケア看護学演習Ⅰ
（安全管理システム）

2
クリティカルケア看護学講義Ⅲ
（病態治療）

2 クリティカルケア看護学課題研究 通期 家族看護学実習Ⅲ（総合）※ 4

クリティカルケア看護学演習Ⅱ
（意思決定援助）

2
クリティカルケア看護学演習Ⅲ
（苦痛に対する緩和ケア）

2

クリティカルケア看護学演習Ⅳ
（救急看護実践）

2

クリティカルケア看護学実習Ⅰ
（実践実習）

4

42単位数合計 18 14 2 8

8

28

専
門
基
礎
科
目

看
護
学
基
盤
科
目

高
度
実
践
看
護
コ
ー

ス
科
目

高
度
実
践
家
族
看
護
領
域

合計
単位数

6

科目区分

１年 ２年

前期 後期 前期 後期
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川崎市立看護大大学大学院　
看護学研究科　看護学専攻　博士前期課程　助産コース　履修モデル

授業科目名 単位数 授業科目名 単位数 授業科目名 単位数 授業科目名 単位数

フィジカルアセスメント論 2

看護倫理学 2 看護理論 2

看護研究方法論Ⅰ（概論） 2 コンサルテーション論 2

保健医療福祉行政論 2

助産学概論※ 通期 助産学概論※ 2

助産基盤科学論 2 助産学関連学 2

助産課程演習 2 リプロダクティブヘルス演習 2 周産期学 1

助産技術演習 2 ハイリスクケア演習 1

助産診断・技術学Ⅰ（基盤） 1

助産診断・技術学Ⅱ（妊娠） 2

助産診断・技術学Ⅲ（分娩） 2

助産診断・技術学Ⅳ
（産婦・新生児）

1

助産診断・技術学Ⅴ（乳幼児） 2

地域母子保健 2 国際母子保健 1

助産管理Ⅰ（基礎） 2 助産管理Ⅱ（発展） 2

助産学実習Ⅰ（基礎） 3 助産学実習Ⅱ（実践・病院） 6 助産学実習Ⅲ（実践・継続）※ 1-2通期 助産学実習Ⅲ（実践・継続）※ 2

助産学実習Ⅲ（実践・継続）※ 1-2通期 助産学実習Ⅲ（実践・継続）※ 1-2通期 助産学実習Ⅳ（実践・助産院） 1

助産学実習Ⅴ（実践・ハイリスク） 1

助産学実習Ⅵ（実践・地域） 1

助産学課題研究Ⅰ（基礎） 2 助産学課題研究Ⅱ（発展）※ 通期 助産学課題研究Ⅱ（発展）※ 4

61

3

4

14

6

単位数合計 25 16 9 11

地

域

母

子

保

健

助

産

管

理

臨

地

実

習

課

題

研

究

助
産
専
門
科
目

合計
単位数

2

10

6

16

専
門
基
礎
科
目

看
護
学
基
盤
科
目

基
礎
助
産
学

助
産
診
断
・
技
術
学

科目区分

１年 ２年

前期 後期 前期 後期
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川崎市立看護大大学大学院　
看護学研究科　看護学専攻　　博士後期課程　　履修モデル

〈例〉看護援助学領域

授業科目名 単位数 授業科目名 単位数 授業科目名 単位数 授業科目名 単位数 授業科目名 単位数 授業科目名 単位数

英語論文作成演習Ⅰ（基礎） 2 英語論文作成演習Ⅱ（発展） 2

統計学（応用） 2

看護援助学特論※ 2
看護援助学特別演習Ⅰ※
（課題の焦点化）

2
看護援助学特別演習Ⅱ※
（計画と実施）

通期
看護援助学特別演習Ⅱ※
（計画と実施）

2
看護援助学特別演習Ⅲ※
（分析と統合）

通期
看護援助学特別演習Ⅲ※
（分析と統合）

2

看護援助学特別演習Ⅰ※
（課題の焦点化）

通期

看護援助学特別研究Ⅰ※
（課題の焦点化）

通期
看護援助学特別研究Ⅰ※
（課題の焦点化）

2
看護援助学特別研究Ⅱ※
（データ収集）

通期
看護援助学特別研究Ⅱ※
（データ収集）

2
看護援助学特別研究Ⅲ※
（分析と統合）

通期
看護援助学特別研究Ⅲ※
（分析と統合）

2

20

後期

共
通
基
盤
科
目

6

専
門
科
目

看
護
援
助
学
領
域

8

科目区分

１年 ２年 ３年

合計
単位数

前期 後期 前期 後期 前期

研
究
科
目

看
護
援
助
学
領
域

6

単位数合計 4 8 0 4 0 4
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専門看護師コースで特定行為研修を履修する学生の履修モデル（概要）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

専門基礎科目
（専門看護師共通B＋特定共通）

看護学基盤科目
（専門看護師共通Aを含む）

高度実践看護学領域の科目

専門看護師関係の実習

専門看護師課題研究

各領域における特定行為研修科目

各領域における特定行為研修実習

　　　　　履修を示す　　　　　　履修前の準備を示す

科目区分等
1年次 2年次
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川崎市立看護大大学大学院　

履修総単位数　72単位

授業科目名 単位数 授業科目名 単位数 授業科目名 単位数 授業科目名 単位数

フィジカルアセスメント論（＃） 2 医療安全学と特定行為実践（＃） 2

臨床病態生理学（＃） 2 臨床推論（＃） 2

臨床薬理学（＃） 2

疾病・臨床病態概論（＃） 2

看護倫理学 2 看護理論 2

看護研究方法論Ⅰ（概論） 2 看護教育論 2

クリティカルケア看護学講義Ⅰ 2 クリティカルケア看護学講義Ⅱ 2 クリティカルケア看護学実習Ⅱ 2 クリティカルケア看護学実習Ⅲ 4

クリティカルケア看護学演習Ⅰ 2 クリティカルケア看護学講義Ⅲ 2 クリティカルケア看護学課題研究（通期） 2 クリティカルケア看護学課題研究（通期） 2

クリティカルケア看護学演習Ⅱ 2 クリティカルケア看護学演習Ⅲ 2

クリティカルケア看護学演習Ⅳ 2

クリティカルケア看護学実習Ⅰ 4

栄養・水分管理講義（＃） 1 動脈血液ガス管理講義（＃） 1 外科術後管理特定行為実習（通期） 8 外科術後管理特定行為実習（通期） 7

栄養カテーテル管理講義（＃） 1 循環動態薬剤管理講義（＃） 1

呼吸器療法Ⅰ（気道確保・人工呼
吸器）講義（＃）

2

呼吸器療法Ⅱ（長期療法）講義（＃） 1

術後管理（胸腔・腹腔・創部ドレー
ン、疼痛）（＃）

2

72

（＃）の科目はe-learningを活用した科目である。

看護学研究科　看護学専攻　博士前期課程
高度実践クリティカル領域および関連する外科術後病棟管理パッケージ（特定行為研修）を選択した場合の履修モデル

科目区分

１年 ２年

合計
単位数

前期 後期 前期 後期

特
定
行
為
研
修
区
分
別
科
目

専
門
基
礎
科
目

12

看
護
学
基
盤
科
目

8

看
護
学
専
門
科
目

高

度

実

践

ク

リ

テ
ィ

カ

ル

ケ

ア

看

護

学

領

域

28

24

単位数合計 25 22 12 13
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川崎市立看護大大学大学院　

履修総単位数　56単位

授業科目名 単位数 授業科目名 単位数 授業科目名 単位数 授業科目名 単位数

フィジカルアセスメント論（＃） 2 医療安全学と特定行為実践（＃） 2

臨床病態生理学（＃） 2 臨床推論（＃） 2

臨床薬理学（＃） 2

疾病・臨床病態概論（＃） 2

看護倫理学 2 看護理論 2

看護研究方法論Ⅰ（概論） 2 看護教育論 2

精神看護看護学講義Ⅰ 2 精神看護看護学演習Ⅱ 2 精神看護看護学講義Ⅲ 2 精神看護看護学実習Ⅳ 2

精神看護看護学講義Ⅱ 2 精神看護看護学演習Ⅲ 2 精神看護看護学実習Ⅲ 5

精神看護看護学演習Ⅰ 2 精神看護看護学演習Ⅳ 2 精神看護看護学課題研究（通期） 2 精神看護看護学課題研究（通期） 2

精神看護看護学実習Ⅰ 1

神看護看護学実習Ⅱ 2

栄養・水分管理講義（＃） 1 精神に関わる薬剤管理講義（＃） 2 精神看護特定実習（通期） 3 精神看護特定実習（通期） 2

56

（＃）の科目はe-learningを活用した科目である。
精神看護学講義ⅢとⅣはどちらか一科目選択必修、および精神看護学実習ⅣとⅤのどちらか一科目選択必修となっているためそれぞれ精神看護学講義Ⅲと精神看護学実習Ⅳを履修した場合のモデルとなっている。

看護学研究科　看護学専攻　博士前期課程
高度実践精神看護学領域および関連する精神に関わる薬剤管理など（特定行為研修）を選択した場合の履修モデル

科目区分

１年 ２年

合計
単位数

前期 後期 前期 後期

専
門
基
礎
科
目

12

看
護
学
基
盤
科
目

8

看
護
学
専
門
科
目

高
度
実
践
精
神
看
護
学

28

特
定
行
為
研

修
区
分
別
科
目

8

単位数合計 19 19 12 6
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